
令和３年１２月３日 

  建設消防委員会 

  市民文教委員会 

土地政策課 

文化財課 

浜松市歴史的風致維持向上計画の策定について（修正案） 

1. 主旨 

   令和３年７月２０日の建設消防委員会と市民文教委員会において報告した「浜松市歴史的

風致維持向上計画（素案）」について、パブリック・コメントの実施を経て、別紙のとおり

修正案を作成したため、報告するもの。 

2. 報告資料 

資料１ パブリック・コメントに対する市の考え方 

資料２ 浜松市歴史的風致維持向上計画（案）＜本編＞ 抜粋 

資料３ 浜松市歴史的風致維持向上計画（案）＜概要版＞ 

  ※浜松市歴史的風致維持向上計画（本編）は国から認定後に配布。 

3. 今後のスケジュール 

 令和３年１２月３日  市の考え方公表 

 令和４年１月     国への認定申請

 令和４年３月     国認定（予定） 



資料１

パブリック・コメントに対する市の考え方 

＜主な意見＞

●浜松市の維持向上すべき歴史的風致に関連する意見 

本市の歴史的風致の設定に関する質問や構成要素追加の提案があり、南区の歴史文化資

源のほか、家康公関連史跡や中心市街地の伝統行事等を取り上げて欲しいとの意見。 

（市の考え方 P.3 提案 1、提案 2、提案 3、P.10 質問 7）

本計画において示す 12 件以外の歴史的風致の設定や歴史的風致を構成する要素の追加

については、歴史的風致設定の定義に基づき、計画策定後も市内の歴史文化資源の価値の

把握・整理に努めていくため今後の参考とする。 

●重要文化財「中村家住宅」に関連する意見 

建造物の説明において、中村家住宅の特徴を追加して欲しいとの意見。 

（市の考え方 P.5 提案 8、P.6 提案 9）

中村家住宅の特徴について建物内部の説明を加筆し、案の修正を行う。 

＜案の修正＞ 

・「中村家は戦国時代に、今川家、徳川家に仕え、浜名湖の舟運(兵糧運搬)をまかされた。

桁行(けたゆき)21.3 メートル、梁間(はりま)11.2 メートル、面積 238.7 平方メートル、

寄棟造(よせむねづくり)茅葺(かやぶき)の建物である。棟通り(むねどおり)と梁間方向中

央の柱通りを揃え、これを境として、桁行方向に部屋が食い違いの配置になっているのが

特徴である。また、内部の板戸（いたど）など古い建具も残されている。 

庭内に家康次男・結城秀康が誕生した際の胞衣塚(えなづか)が設けられている。」 

（本編 P.1-72／(2)国の指定等文化財 ①重要文化財 イ.中村家住宅）→資料２ P.２

＜案の修正＞ 

・「…構造は、側柱(外回りの柱)は省略なく、部屋境は２か所を除いて柱を１間ごとに、

礎石の上に直接立て、主に貫で相互の連結が図られている。そのほか、柱の面取(めんと)

りに規則性があること、３間四方の部屋が南側と北側にそれぞれあること、納戸構(なん

どがまえ)・押板(おしいた)・格子窓(こうしまど)といった古民家に共通する特徴を備え

ている。長屋門は、…」（本編 P.2-5-12／イ.中村家住宅）→資料２ P.３

●西区雄踏町宇布見の息(おき)神社祭典に関する意見 

息
おき

神社の祭典の詳細について、参考とした資料に関する質問や、館車
かんしゃ

（山車
だ し

のこと）の

巡行ルートについて修正を依頼する意見。 

（市の考え方 P.6 から P.8 にかけて質問 3、質問 4、質問 5、提案 10、提案 11、提案 12）

 息
おき

神社の祭典は地元の有識者の著書を参考としており、館車
かんしゃ

の巡行ルートについては、

改めて資料調査や関係者への聞き取りを行ったうえで案の修正を行った。 

＜案の修正＞（本編 P.2-5-17／図 2-5-34）→資料２ P.５

修正前                 修正後 





浜松市歴史的風致維持向上計画（案） 

に対するご意見ありがとうございました 

令和３年８月から９月にかけて実施しました浜松市歴史的風致維持向上計画

（案）に対する意見募集（パブリック･コメントの実施）に貴重なご意見をいただ

きましてありがとうございました。 

意見募集を行った結果、市民等から２８件のご意見が寄せられましたので、それ

らのご意見とご意見に対する市の考え方を公表いたします。 

ご意見につきましては、項目ごとに整理し、適宜要約し掲載しております。 

また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、｢浜松市歴史的風致維持向上計

画｣を策定し、令和４年４月からの実施を予定しています。今後とも、浜松市歴史

まちづくり事業に対するご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、この内容は、市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp） 

にも掲載しております。 

 令和３年１２月                 

浜松市都市整備部土地政策課          

〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２ 

 ＴＥＬ ０５３－４５７－２６５６ 

ＦＡＸ ０５３－４５７－２６０１ 

Ｅメールアドレス         

tochi@city.hamamatsu.shizuoka.jp

市民の皆さんからの提出意見と 

その意見に対する市の考え方の公表 
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【実 施 時 期】 令和 3年 8月 16 日から令和 3年 9月 17 日 

【意見提出者数】 3 人 

【提 出 方 法】 持参（２件）郵便（１件）電子メール（０件）ＦＡＸ（０

件）説明会等（０件） 

【意見数内訳】 ２８件 

（提案１２件、要望５件、質問８件、その他３件） 

【案に対する反映度】 案の修正  ８件  今後の参考 ７件 

盛り込み済 ４件  その他   ９件 

浜松市歴史的風致維持向上計画 案（概要版） 

  １ 歴史的風致の背景 

  ２ 地域の区分、歴史・文化的背景からみた歴史的風致の整理 

  ３ 浜松市の維持・向上すべき歴史的風致（意見数 ３件）‥‥‥３ページ 

  ４ 歴史的風致の維持及び向上に関する方針／重点区域と主な事業（意見数 

２件）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ページ 

浜松市歴史的風致維持向上計画 案（本編） 

序章 計画の策定にあたって 

０-１.計画策定の背景（意見数 ０件）  

０-２.計画策定の目的（意見数 ０件）  

０-３.計画の期間（意見数 ０件）  

０-４.計画策定の体制と経緯（意見数 ０件）  

第１章 浜松市の歴史的風致形成の背景     

１-１.位置と市域（意見数 ０件） 

１-２.自然的環境（意見数 ０件） 

１-３.社会的環境（意見数 ０件） 

１-４.歴史的変遷（意見数 ０件） 

１-５.浜松の歴史と関わりのある主な人物（意見数 ２件）‥‥‥４ページ 

１-６.文化財（意見数 ２件）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ページ 

第２章 浜松市の維持及び向上すべき歴史的風致  

２-１.浜松城下の営みにみる歴史的風致（意見数 ０件） 

２-２.佐鳴湖のめぐみに育まれる歴史的風致（意見数 ０件） 

２-３.天竜川下流の荘園から継承された歴史的風致 （意見数０件）  

２-４.開拓地三方原台地の営みにみる歴史的風致（意見数 ０件） 

２-５.浜名湖の漁労・養殖と豊漁豊作に感謝する歴史的風致（意見数 ８件） 

      ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６ページ 

目  次

募集結果
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２-６.農村歌舞伎にみる歴史的風致（意見数 ０件） 

２-７.奥浜名湖の社寺と祭礼にみる歴史的風致 （意見数 ０件） 

２-８.三ヶ日みかんの栽培にみる歴史的風致（意見数 ０件） 

２-９.二俣地域の営みにみる歴史的風致 （意見数 ０件） 

２-10.中央構造線沿いに点在する集落の祭礼と信仰にみる歴史的風致（意見

数 ０件） 

２-11.秋葉信仰にみる歴史的風致（意見数 ０件） 

２-12.遠江のひよんどりとおくないにみる歴史的風致（意見数 ０件） 

第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

３-１.歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組（意見数 ０件） 

３-２.歴史的風致の維持及び向上に関する課題（意見数 ０件） 

３-３.上位関連計画との関連性（意見数 ０件） 

３-４.歴史的風致の維持及び向上に関する方針（意見数 ０件） 

３-５.歴史的風致維持向上計画の実施体制（意見数 ０件） 

第４章 重点区域の位置及び区域   

４-１.重点区域設定の考え方（意見数 ０件） 

４-２.重点区域の位置及び区域（意見数 ０件） 

４-３.重点区域の設定の効果（意見数 ０件） 

４-４.重点区域における良好な景観の形成に関する施策との連携（意見数 

０件） 

第５章 文化財の保存及び活用に関する事項  

５-１.市全域に関する事項 （意見数 ２件）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９ページ 

５-２.重点区域に関する事項（意見数 ０件） 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

６-１.歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する基本的な考え方

（意見数 ０件） 

６-２.事業の内容（意見数 １件） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９ページ 

第７章 歴史的風致形成建造物の指定の方針

７-１.歴史的風致形成建造物の指定に関する基本的な考え方（意見数 ０件）

７-２.歴史的風致形成建造物の指定の基準（意見数 ０件） 

７-３.歴史的風致形成建造物の指定対象の要件（意見数 ０件）  

７-４.歴史的風致形成建造物候補一覧（意見数 ０件）

第８章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項

８-１.歴史的風致形成建造物の維持管理に関する基本的な考え方（意見数 

０件） 

８-２.歴史的風致形成建造物の維持管理の指針（意見数 ０件） 

８-３.歴史的風致形成建造物の指定に伴う義務等 （意見数 ０件）

その他（意見数 ８件）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０ページ

資料１ 
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浜松市歴史的風致維持向上計画 案（概要版）

３ 浜松市の維持・向上すべき歴史的風致（意見数 ３件） 

提

案

１

浜松城下の営みにみる歴史的風致の追加提案 

春、秋のお彼岸には、鍛冶町・大工町・栄町・鴨江町などの近隣町内

をも舞台に、かつては道の両側にいろいろな屋台が立ち並び、境内には

サーカスや見世物小屋が開設され、一週間も続きました。 

建造物：鴨江寺ほか 営み：お鴨江まいりほか 

写真：鴨江寺、お彼岸まいり 

提

案

２

浜松城下の営みにみる歴史的風致の追加提案 

徳川家康公のゆかりを舞台に、雲立の楠の縁だけでなく、八幡宮を徳

川家代々の祈願所と定めていた。いまだに年中行事も多い。 

建造物：浜松八幡宮ほか 営み：追儺式（ついなしき） 

写真：浜松八幡宮、追儺式。 

提

案

３

浜松城下の営みにみる歴史的風致の追加提案 

 浜松の歴史の舞台で浜松で一番古い神社。浜松神社として浜松の総

社・産士神であった。天正 5年に改名し、歴代の浜松城主の祈願所とし

て崇敬を受け、明治元年、明治天皇より御使用の御茶碗を下賜されまし

た。 

建造物：松尾（まつのお）神社ほか 営み：例祭・水神輿・本神輿ほか 

写真：松尾神社、例祭。 

【市の考え方】今後の参考

歴史的風致設定の考え方については、概要版 1ページで記載するように、歴史上

価値の高い建造物、その周辺の市街地、地域における固有の歴史・伝統を反映した

人々の活動が、一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義されています。 

また、歴史的風致の内容について検討する際には、建造物・活動・市街地環境の

3つの構成要素を抽出し、歴史的風致の営みとして関連付けて整理することが必要

となります。 

御意見のとおり、浜松駅周辺の中心市街地には、徳川家康公関連史跡のほか、都

市の近代化の記憶を伝える歴史文化資源が残されています。歴史的風致を構成する

要素の追加につきましては、計画策定後もそれぞれの内容についての掘り起こしと

歴史的価値の把握・整理に努めてまいります。 

４ 歴史的風致の維持及び向上に関する方針／重点区域と主な事業（意見数２件） 

提

案

４

以下の括弧書き部分を追加

提案：鴨江アートセンター（旧浜松中央警察署）管理運営事業

提

案

５

以下の括弧書き部分を追加

提案：旧浜松銀行協会（木下惠介記念館）管理事業

【市の考え方】案の修正

資料１ 
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御意見のとおり修正します。

《修正内容》

(修正前) 

鴨江アートセンター管理運営事業

旧浜松銀行協会管理事業

(修正後) 

鴨江アートセンター(旧浜松警察署)管理運営事業 

旧浜松銀行協会(木下惠介記念館)管理運営事業 

浜松市歴史的風致維持向上計画 案（本編） 

第１章 浜松市の歴史的風致形成の背景 

１-５.浜松の歴史と関わりのある主な人物 （意見数２件） 

質

問

１

１－６０頁 １-５.浜松の歴史と関わりのある主な人物「松平家に復し、

祭祀は出雲（島根県）松平家に継承された。」の結城秀康について 

これは本当ですか。 

【市の考え方】その他

『松江市歴史館展示図録「祖父は家康と秀吉 松平直政の生涯」』の以下の記載

を参考にしています。「結城秀康の家系は、松平家に復姓して各家が継承されてい

ます。孫のうち松平直政は松江藩主となってから幕末まで出雲を領地としていまし

た。茶人として有名な松平不昧もこの家系です。」

提

案

６

１－６０頁 １-５.浜松の歴史と関わりのある主な人物「松平家に復し、

祭祀は出雲（島根県）松平家に継承された。」の結城秀康について 

改正案「関ケ原の戦いの後、それまでの功績により越前一国（６８万石）

を拝領して、初代福井藩主となった。」 

【市の考え方】案の修正

御提案のとおり、初代福井藩主となったことを加筆します。

《修正内容》

（修正前）

「家康公の次男、浜松城下から離れた浜名湖畔の中村家で誕生した。屋敷の庭の一

角に胞衣塚がある。豊臣秀吉公の養子(人質)となり、そののちは、結城家を継いで

大名に列す。松平家に復し、祭祀は出雲(島根県)松平家に継承された。」 

（修正後）

｢家康の次男、宇布見・中村家で誕生した。屋敷地内に胞衣塚がある。関ケ原の戦

い後、それまでの功績により越前国(福井県)６８万石を拝領し、初代福井藩主とな

る。子孫は松平家に復姓し、出雲松平家など各家が存続する。｣ 

資料１ 
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１-６.文化財（意見数２件） 

提

案

７

１－７０頁 図１-６-１ 指定文化財の分布（国、静岡県、浜松市が指

定する建造物、史跡、有形・無形民俗文化財、名勝を掲載）のうち、「中

村家屋敷他（附 胞衣塚）」 

屋敷と胞衣塚は異なる指定ではないでしょうか。 

改正案「中村家屋敷・胞衣塚」 

【市の考え方】その他

政令指定都市移行時(平成１９年４月)に指定名称を変更しております。現在「中

村家屋敷地(附 胞衣塚)」が文化財の指定名称となっております。 

提

案

８

１－７２頁 (２)国の指定等文化財 ①重要文化財 イ.中村家住宅  

内部の特徴を追加してほしい。 

改正案「また、内部の板戸など古い建具も残されている。」 

【市の考え方】案の修正

御提案のとおり建物内部の説明を加筆します。 

《修正内容》 

(修正前) 

「中村家は戦国時代に、今川家、徳川家に仕え、浜名湖の舟運(兵糧運搬)をまかさ

れた。桁行(けたゆき)21.3 メートル、梁間(はりま)11.2 メートル、面積 238.7 平

方メートル、寄棟造(よせむねづくり)茅葺(かやぶき)の建物である。棟通り(むね

どおり)と梁間方向中央の柱通りを揃え、これを境として、桁行方向に部屋が食い

違いの配置になっているのが特徴である。 

 庭内に家康公次男・結城秀康が誕生した胞衣塚(えなづか)がある。」 

(修正後) 

「中村家は戦国時代に、今川家、徳川家に仕え、浜名湖の舟運(兵糧運搬)をまかさ

れた。桁行(けたゆき)21.3 メートル、梁間(はりま)11.2 メートル、面積 238.7 平

方メートル、寄棟造(よせむねづくり)茅葺(かやぶき)の建物である。棟通り(むね

どおり)と梁間方向中央の柱通りを揃え、これを境として、桁行方向に部屋が食い

違いの配置になっているのが特徴である。また、内部の板戸（いたど）など古い建

具も残されている。 

庭内に家康次男・結城秀康が誕生した際の胞衣塚(えなづか)が設けられている。」 
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第２章 浜松市の維持及び向上すべき歴史的風致  

２-５.浜名湖の漁労・養殖と豊漁豊作に感謝する歴史的風致 （意見数８件） 

質

問

２

浜名湖での伝統漁法「ねこ網漁」は、もう廃れてしまっていて掲載しな

いのでしょうか。

【市の考え方】その他

浜名湖における漁法の記載については、国の水産業基本計画との整合を図り策定

した『浜松市水産業振興基本計画』の「浜松市の水産業の現状 □浜名湖の漁法」

を参考に記載していることから、本計画に「ねこ網漁」は掲載していません。

提

案

９

２－５－１２頁 イ.中村家住宅 下から３行目。主屋について、提案の

とおり特徴を追加してほしい。 

提案「以上のほか、主屋の特徴としては、柱の面取（めんと）りに規則

性があること、３間四方の部屋が南側と北側にそれぞれあること、納戸

構（なんどがまえ）・押板（おしいた）・格子窓（こうしまど）といった

古民家に共通するものを備えることなどがあげられる。」 

【市の考え方】案の修正

御提案のとおり主屋の特徴を加筆します。

《修正内容》

(修正前) 

「…構造は、側柱(外回りの柱)は省略なく、部屋境は２か所を除いて柱を１間ごと

に、礎石の上に直接立て、主に貫で相互の連結が図られている。長屋門は、…」 

(修正後) 

「…構造は、側柱(外回りの柱)は省略なく、部屋境は２か所を除いて柱を１間ごと

に、礎石の上に直接立て、主に貫で相互の連結が図られている。そのほか、柱の面

取(めんと)りに規則性があること、３間四方の部屋が南側と北側にそれぞれあるこ

と、納戸構(なんどがまえ)・押板(おしいた)・格子窓(こうしまど)といった古民家

に共通する特徴を備えている。長屋門は、…」 

質

問

３

息神社祭典は、どのような資料から掲載したのでしょうか。

【市の考え方】その他 

地元の有識者が記した『雄踏の祭り』のほか『令和元年息神社祭典計画書』を参

考に、実際に現地調査を実施して記載しました。 

質

問

４

２－５－１３頁 「なお、大太鼓導入の手本となり、導入当時に様々な

指導を受けた舞阪への恩義から、舞阪の大太鼓より大きな太鼓は決して

作らないという暗黙の了解が存在する。」とあるが、これは今、ないので

は。西ヶ崎の大太鼓は、舞阪よりも大きいのではないか。 

【市の考え方】その他
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御質問の内容は、『雄踏の祭り』の著者でもある地元の有識者に確認をしました。 

「…暗黙の了解が存在する。」は、西ヶ崎が大太鼓を導入した当時に、著者が西ヶ

崎の中老から直接聞き取りをしたものです。 

『雄踏の祭り』によると、西ヶ崎の大太鼓は７尺８寸、『舞阪大太鼓まつり』（舞阪

町立郷土資料館）によると、舞阪で最大となる仲町の大太鼓は７尺８寸であること

から、計画書（案）のとおり表現をしました。 

質

問

５

２－５－１６頁 ウ.息神社本祭(１０月１０日に近い土曜日に実施)、

エ.息神社神輿祭(１０月１０日に近い日曜日に実施)について 

雄踏町での息神社祭典は、土曜日を宵祭り、日曜日を本祭りと言うと思

われるが、いかがでしょうか。神事の本祭が土曜日ということでしょう

か。息神社祭典は、どのような資料から掲載したのでしょうか。 

【市の考え方】盛り込み済み 

息神社祭典については、祭典当日を含む現地調査や関係者(宮司、氏子総代等)

への聞き取りを基に、神事を中心とした各日の行事名称を記載しております。 

提

案

10 

２－５－１６頁 １１行目を修正 「館車は各字に帰り」 

提案「館車は各字内を回り終え」

【市の考え方】案の修正

御提案をふまえて修正します。 

《修正内容》 

(修正前) 

「館車は各字に帰り」 

(修正後) 

「館車は各大字内を回り終え」 

提

案

11 

２－５－１７頁 ３行目を修正「…中村、小山…」に田端を追加する。

提案「…中村、田端、小山…」

【市の考え方】案の修正

御提案のとおり修正します。 

《修正内容》 

(修正前) 

「…中村、小山…」 

(修正後) 

「…中村、田端、小山…」 
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提

案

12 

２－５－１７頁 図２－５－３４ 息神社祭典館車・御神輿巡行ルート

提案 田端のところまで赤い線を追加する。

【市の考え方】案の修正

御提案のとおり修正します。

《修正内容》

(修正前)

(修正後) 
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第５章 文化財の保存及び活用に関する事項 

５-１.市全域に関する事項 （意見数２件） 

要

望

１

太平洋側が近い将来、震度７の地震や津波に見舞われることが予想され

ているため、自然災害から建物の倒壊などを防ぐ取り組みが必要と思い

ます。

【市の考え方】盛り込み済み

耐震対策など文化財の防災に関する方針については、第５章で記載するように、

保存修理にあわせ、可能な限り耐震診断と必要に応じて耐震補強工事を行っていく

ものとしております。

質

問

６

５－４頁 (６)文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針 

活用・協働が大切ですが、もう少し具体的にどのように進めていこうと

しているのでしょうか。例えば、人材の育成とか。 

【市の考え方】盛り込み済み

本計画は、指定文化財をはじめとした、少なくとも５０年以上の間、保全継承さ

れてきた歴史的建造物や伝統的活動といった歴史的風致の構成要素を対象として

おり、その維持向上の実現には長い時間を要します。このため、本計画では、中期

的(１０年)な展望に立った文化財の保存活用に関する事項など歴史的風致の維持

向上に関する課題を明らかにし、その問題解決に向けた方針を示すこととしていま

す。 

具体的な施策については、個別の文化財保存活用計画や第６章に示す事業などに

おいて示し、目標の実現に向けた取組を効率的に進めてまいります。 

第６章 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理等に関する事項 

６-２.事業の内容（意見数１件） 

要

望

２

事業番号 (１)-０７中村家住宅保存活用事業 

①保存活用計画を策定する際、主屋の管理に影響がある西側の屋敷林の

整備（減らすこと）を考慮するのがいいです。 

②主屋西側に茶室があります。この茶室は指定文化財部分ではありませ

んが、価値があると思われます。中村家住宅の活用にあたり、調査・検

討・整備が大切です。 

【市の考え方】今後の参考

御意見のとおり、中村家住宅については、重要文化財に指定されている主屋のみ

ならず屋敷地全体の保存活用を図っていくことが重要であると考えております。保

存活用計画を作成する際は、屋敷林や茶室など中村家住宅の構成要素を特定すると

ともに、その特性・価値の把握と保存活用にあたっての課題を整理するなど検討を

進めてまいります。
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その他（意見数８件） 

要

望

３

歴史的風致形成という言葉が一般的にまだ浸透されていないと思われま

す。啓発を望みます。

【市の考え方】今後の参考

本計画の根拠法令「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」が施

行されてから１０年以上経過していますが、市民に対する歴史的風致の用語・概念

の周知は十分でありません。本計画の策定を機に、歴史的風致及びその維持向上の

取組に対する理解を深める機会の提供に努めてまいります。 

質

問

７

今回の歴史的風致維持向上計画の中に、下記のようなものは含まれない

のでしょうか。

例：南区の米津台場跡（浜松市指定文化財）

【市の考え方】今後の参考

歴史的風致設定の考え方については、概要版１ページで記載するように、歴史上

価値の高い建造物、その周辺の市街地、地域における固有の歴史・伝統を反映した

人々の活動が、一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義されています。 

御意見のとおり、南区新津地区には、米津台場(新橋町)のほか、秋葉山常夜灯(新

橋町、小沢渡町、倉松町、法枝町)などの石造文化財や砂地上に形成されたマキ囲

いの屋敷が建ち並ぶ農村集落景観(倉松町)など、歴史的建造物・歴史的まち並みが

残されています。本計画において示す１２件以外の歴史的風致の設定につきまして

は、その定義に基づき、計画策定後も構成要素の把握に努めてまいります。

質

問

８

雄踏町が浜松市へ合併時、雄踏図書館に展示しておいた「浜名湖の漁法

の模型や漁具」は、どこへ移し替えたのでしょうか。浜名湖の湖面漁業

の参考になると思います。

【市の考え方】その他

「浜名湖の漁法の模型や漁具」については雄踏郷土資料保存庫で保管しておりま

す。当該資料の活用については、御意見として承ります。

そ

の

他

１

中村家の歴史、息神社、祭典（館車など）、万人講、浜名湖の漁法など、

すべての面で雄踏町在住の有識者の方が最も詳しいです。今さらとは思

いますが、参考に意見を聞いたらいいです。

【市の考え方】盛り込み済み

御意見ありがとうございます。雄踏地域の歴史的風致に関する事柄については、

地元の有識者の方の御指導をいただきながら計画策定を進めております。
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そ

の

他

２

重要文化財「中村家住宅」伝達しておきたいこと 

私が保存修理工事に携わって、言葉でも伝えたかったことは、令和３年

７月３０日子供講座の手持ち資料の通りです。

【市の考え方】その他

御意見ありがとうございます。いただいた御意見は施設所管課と共有するととも

に、これからの歴史まちづくり行政の参考にさせていただきます。

そ

の

他

３

この歴史的風致維持向上計画（案）は、いろいろな事柄が詳しく調べら

れています。とても参考になります。

【市の考え方】その他

御意見ありがとうございます。いただいた御意見はこれからの歴史まちづくり行

政の参考にさせていただきます。

要

望

４

案の全体を見ると、広い全市が平等に配分されているように見受けられ

ますが、浜松駅周辺の市街地は、人口密度や歴史の古さ等を加味して１

頁くらいは追加してもよいのではないでしょうか。下記の赤字箇所を追

加していただきますようお願いいたします。

＜徳川家康の関連＞

浜松八幡宮、普済寺、西来院、五社神社、諏訪神社、鴨江寺など。

＜豊臣秀吉の関連＞

頭陀寺

＜国学＞

縣居神社、賀茂神社

＜近代史＞

津毛利神社、堀留川、木下惠介記念館（旧銀行集会所→旧銀行協会）中

村與資平の設計であることと彼の国内海外の功績

元魚町の松尾神社（まつのおじんじゃ）

犀ヶ崖及び池川邸

＜庶民のイベント＞

お彼岸のお鴨江さん、正月飾り納めの秋葉さん、酉の市の大安寺、節分

の八幡さま、初稲荷祭りの天林寺など

【市の考え方】今後の参考

歴史的風致設定の考え方については、概要版１ページで記載するように、歴史上

価値の高い建造物、その周辺の市街地、地域における固有の歴史・伝統を反映した

人々の活動が、一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義されています。 

また、歴史的風致の内容について検討する際には、建造物・活動・市街地環境の

３つの構成要素を抽出し、歴史的風致の営みとして関連付けて整理することが必要

となります。 

御意見のとおり、浜松駅周辺の中心市街地には、徳川家康公関連史跡のほか、都
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市の近代化の記憶を伝える歴史文化資源が残されています。歴史的風致を構成する

要素の追加につきましては、計画策定後もそれぞれの内容についての掘り起こしと

歴史的価値の把握・整理に努めてまいります。 

要

望

５

はまホール跡地に「浜松市歴史的風致維持向上会館」を作って、そこへ

行けば全市の展示宣伝が見られ、リレー見学の案内があるようにする。

浜松復興記念館を末永く管理するためにも、これと一括管理すれば一挙

両得。浜松駅から近く、地の利もあり、浜松城まで歩いて行けるため、

浜松訪問者を最初に案内する場所になるのではないでしょうか。

【市の考え方】その他

文化財の保存・活用を行うための施設の考え方については、第５章で記載するよ

うに、本市では、浜松市博物館(含分館)と浜松市地域遺産センターを拠点として、

収蔵品のデジタルアーカイブ化など時代に即した展示・収蔵方法の導入、博物館の

調査研究能力、職員の資質向上を図るものとしております。博物館(含分館)や地域

遺産センターなどのあり方については、御意見として承ります。 
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